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第１ はじめに 

中高層建築物などの建築に伴い、日照・通風・採光の阻害、風害、プライバシー、テ
レビなどの受信障害や工事の騒音・振動など、周辺の生活環境に影響が及ぶことが想
定される場合があります。 

こうした建築に伴う相隣間の問題は、お互いに相手の立場を尊重し、互いに譲り合
う精神を持って、当事者間の話し合いによる自主的な解決が基本となります。しかし、
建築計画の内容や周囲の状況によっては、建築主と近隣住民との間で紛争に発展する
ことがあります。 

目黒区では、これらの紛争の予防と調整を図るために、昭和５３年１２月に「目黒区
中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を制定し、その後平成１１
年１２月に条例改正、平成１６年３月に同条例施行規則の改正を行いました。さらに平
成１９年１１月に、届出対象建築物の範囲の拡大や説明会の義務付けなどにより、建築
紛争の未然防止を着実に推進するよう条例改正を行い、名称を「目黒区中高層建築物等
の建築に係る紛争※１の予防と調整に関する条例」（以下「本条例」という。）としました。 

 
第２ 本条例の対象となる中高層建築物等※２ 

１ 中高層建築物 

（１）用途地域が「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域※３」の場合 
軒高が７ｍを超える建築物、または地階を除く階数が３以上の建築物 

（２）用途地域が（１）以外の場合 
高さ※４が１０ｍを超える建築物 

２ 大規模建築物 

（１） 延べ面積が１，５００㎡以上で、かつ、高さが１５ｍ以上の建築物 
（２） 延べ面積が１，５００㎡以上で、かつ、地階を除く階数が５以上の建築物 
（３） 延べ面積が１，５００㎡以上で、かつ、住戸の数が２０以上の建築物 
３ 特定用途建築物※５ 

（１）床面積が４０㎡未満の住戸（事務所、店舗などの区画を含む）の数が１０以上※６

で、かつ、階数が３以上のワンルーム形式集合建築物 
（２）斎場、結婚式場、興行場、ぱちんこ屋、ゲームセンター（以下「斎場等」という。）

で、その用途の床面積の合計が５００㎡を超える建築物 
 

   

※１ 主に次のことに関する紛争は取り扱いません。 
（１） 資産価値又は事業活動への影響に関すること 
（２） 土地の境界に関すること 
（３） 土地の所有権又は私道の通行権など、権利の認定などに関すること 
（４） 完成後の建築物を含む既存建築物に関すること 
（５） 金銭補償、営業補償に関すること 
（６） 違反建築物に関すること 

⇒都市整備部建築課監察係（TEL 03-5722-9649）にお問合せください。 
（７） 解体工事に関すること 

⇒環境清掃部環境保全課公害対策係（TEL 03-5722-9386）にお問合せください。 
※２ 仮設建築物の場合、建築基準法第６条第１項に規定の確認申請が必要となる場合

で、第２に記載の中高層建築物等に該当する場合は、本条例の対象となります。 
※３ 令和 5 年４月現在、区内に第二種低層住居専用地域はありません。 
※４ 建築基準法施行令第２条第１項６号に規定されている高さをいいます。 
※５ 既存建築物を特定用途建築物の用途に変更する場合は、本条例の対象となります。 
※６ 当該住戸の数が建築物全体の住戸の数の１／３以下のものを除きます。 
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第３ 建築計画の説明対象となる住民 

１ 隣接関係住民 

隣接関係住民とは、中高層建築物等の 
敷地境界線から、その高さと等しい水平 
距離の範囲内（以下「１Ｈ」という。） 
に居住する者※７をいいます。 

２ 近隣関係住民 

近隣関係住民とは、次に該当する者※７ 

をいいます。 
（１）中高層建築物又は大規模建築物の敷 

地境界線から、その高さの２倍の水平 
距離の範囲内（以下「２Ｈ」という。） 

にある土地又は建築物の権利を有する 
者及び当該範囲内に居住する者。 

（２）中高層建築物又は大規模建築物の建 
築に伴い、テレビなどの受信障害の影 
響を著しく受けると認められる者。 

３ 周辺関係住民 

周辺関係住民とは、特定用途建築物の 
敷地境界線から、次の距離の範囲内にあ 
る土地又は建築物の権利を有する者及び 
当該範囲内に居住する者※７をいいます。 

（１）ワンルーム形式集合建築物 ２５ｍ 
（２）斎場等 １００ｍ 
 

第４ 標識の設置 

１ 様式 

建築主は、中高層建築物等の建築（又は特定用途建築物への用途変更）をしようとす
るときは、計画の概要を記載した標識（第１号様式）※８を設置してください。 

２ 設置方法 

（１）標識は、地面から標識の下端までの高さが 
概ね１ｍとなるよう、計画敷地の道路に接す 
る部分に平行に設置※９してください。 

（２）建築敷地が２以上の道路に接するときは、  
それぞれの道路に対して設置してください。 
（第２号様式記入例裏面参照） 

（３）建築主は、標識が風雨などによる破損や飛 
散、倒壊をしない方法で設置するとともに、 
工事が完了する日まで、記載事項が常に鮮明 
であるよう維持管理をしてください。 

（４）次の３（１）に該当する場合、標識に加え 
てＡ２判程度の配置図を併設してください。 

※７ 居住者だけでなく、店舗や事務所、学校などに対しても周知に努めてください。 
※８ 市販の標識を購入する場合は、次の団体などのホームページをご確認いただき、

お問合せください。 
一般社団法人東京都建築士事務所協会 
一般社団法人東京建築士会 

※９ 接道状況や敷地形状などにより設置が困難な場合は、ご相談ください。 

特定用途建築物に該当する場合 
（ワンルーム形式集合建築物の場合） 

中高層建築物又は大規模建築物 
に該当する場合 

縦90cm以上 
横90cm以上 
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３ 設置期間 

標識は、次の区分により、建築確認申請又は許可・認定申請の手続き（本条例施行
規則第５条）をしようとする日の、少なくとも９０日前、６０日前又は３０日前から、
工事が完了する日まで設置してください。 

（１）延べ面積が３，０００㎡以上、かつ、高さが１５ｍを超える大規模建築物及び特定
用途建築物（斎場等） ９０日前 

（２）延べ面積が１，０００㎡を超える建築物、または高さが１５ｍを超える中高層建築
物又は大規模建築物及び特定用途建築物（ワンルーム形式集合建築物） ６０日前 

（３）上記（１）（２）以外 ３０日前 
４ 標識設置届（１回目の窓口手続き） 

標識を設置したときは、『標識設置届』（第２号様式）の表面に必要事項を記入し、裏
面に案内図・標識設置位置図・標識設置状況写真（敷地全体を含む写真（遠影）と標識
の字が確認できる写真（近影））を掲載のうえ、次の５に記載の図面を添付し､設置した
日を含めて５日以内※10 に区に提出※11 してください｡ 

なお、裏面に収まらない場合は、別紙で添付していただいても構いません。その際、
裏面各欄に必ず「別紙」と記入してください。 

５ 標識設置届の添付図書 

  標識設置届には、次の図書を全て添付してください。添付図書が不足している場合は、
受理できない場合があります。また、全ての図面に縮尺を記入し、三角スケールなどで
計測可能な図面※12 としてください。 

（１） 配置図 
ア 道路・隣地境界線から計画建築物までの距離（少なくとも四隅）を記入 
イ 各敷地境界線の⾧さを記入 
ウ 計画地と隣地及び道路との高低差を記入 
エ 接する道路の種別及び幅員を記入 

（２） 平面図 
ア 各階平面図とする 
イ 集合住宅の場合は、各住戸の専有面積及び間取りを記入 

（３） 立面図（各方位の４面） 
（４） 断面図（X・Y 方向の２面） 
（５）日影図※13 

ア 測定面は平均地盤面とする※1４ 
イ 冬至における真太陽時の午前８時から午後４時までの１時間ごとの日影 
ウ １Ｈ､２Ｈの範囲とその寸法を記入（特定用途建築物の場合は、２５ｍ又は 

１００ｍの範囲も記入） 
エ １Ｈの範囲に敷地がかかる建築物などに番号を記入 
オ ２H 又は周辺関係住民の範囲に敷地がかかる建築物などの名称・位置を記入 

  

※10 ５日目が閉庁日のときは、次の開庁日までに提出してください。なお、提出が遅延
したときは、届出日を５日目とみなして標識設置期間を算定します。 

※11 控えが不要な方は１部で構いません。提出１部、控え１部の計２部持参いただけれ
ば、控えに受付印を押してお返しします。 

※12 1/50,1/100,1/200 など、三角スケールの目盛で計測できる縮尺としてください。 
また、PDF などに変換して出力された図面で、指定された縮尺から縮小されている
場合、正しい縮尺の図面を再提出いただきます。提出する前に、出力された図面が正
しい縮尺になっているかを確認してください。 

※13 ４ページにある日影図の作成例を参考にしてください。 
※14 測定面は、建築基準法別表第 4（は）欄に規定されている平均地盤面からの高さ（1.5

ｍ又は４ｍ）ではなく、平均地盤面です。 



4
 

 
 

※ 説明対象は①②⑧⑩ですが、③の施設管理者、④の建築主、⑤⑥の土地権利者、⑦⑨⑪の店舗・事務所・学校などに対しても周知に努めてください。 

※ ⑧⑨のように、路地状敷地（敷延・旗竿地）でも、敷地の一部が１Ｈ・２Ｈ又は周辺関係住民の範囲にかかれば、説明対象となります。 

日影図の作成例 
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６ 標識又は建築計画の変更届 

工事が完了する日までに、建築計画を変更又は標識の記載内容を変更したときは、
変更の日を含めて５日以内に『標識変更届』（第２号様式）を提出してください。 

提出の際、変更した標識の写真及び変更した部分がわかる図面を添付してください。
また、標識変更届の様式表面及び図面の変更箇所は、朱書きで明示してください。 

７ 標識設置の取りやめ 

建築計画を取りやめたときや、建築計画の変更などにより本条例の対象外となった
ときは、速かに標識を撤去し、『標識設置の取りやめ届』（第３号様式）を提出してくだ
さい｡ 

届出が無いと、取りやめた事実を区が把握できず、中高層紛争予防条例の義務がかか
ったままになります。また、その後、建築主となる第３者及びその関係者への混乱の原
因となるため、必ず届出てください。 

 
第５ 住民への説明 

１ 説明範囲 

（１）建築主は、１Ｈの範囲に居住する者に対して、必ず説明を行ってください。 
（２）建築主は、上記（１）以外の２Ｈの範囲に居住する者、土地又は建築物の権利を有

する者及び周辺関係住民（特定用途建築物の場合）から説明の申出があった場合は、
必ず説明を行ってください。 

（３）大規模建築物又は斎場等の特定用途建築物の建築主は、地域街づくり団体等※1５の
代表者に対して、説明の申出が無くても、必ず説明を行ってください。 

２ 説明方法  

  説明は、個別訪問又は説明会により、標識を設置した日を含めて１５日以内※1６に行
うよう努めてください。その際、建築計画説明資料※1７を用いて、建築計画の内容をわ
かりやすく丁寧に説明するよう心掛けてください。 

（１）説明者 
説明は、原則として建築主が行う必要がありますが、設計内容や施工方法などの専

門的な知識を必要とするときは、建築主からの委任を受けて、設計者や施工者などが
代行して説明することができます。 

（２）個別訪問※1８ 
ア 個別訪問で不在の場合は、１回の訪問で終わらず、時間帯や平日又は休日な 

どの日時を変えて、少なくとも３回以上訪問してください。 
イ 建築計画説明資料は、必ず訪問１回目に配布（不在時は投函）してください。 
ウ 不在の場合は、訪問したことの証として、不在連絡書（訪問理由及び連絡先を

記載した書面）を投函してください。 
エ 住宅地図に名称の記載が無い場合や、表札が無く氏名がわからない場合であ

っても、必ず訪問してください。その際、近隣説明報告書裏面の「氏名」欄に
は「氏名不明」、「建物名称不明」などと記入してください。 

  

※15 令和６年４月現在、区内に地域街づくり団体等はありません。 
※16 標識設置届をご提出いただいた後に、説明を行うよう努めてください。 
※17 標識設置届の添付図面に準じた図面及び、６ページの３に記載の計画概要をい

います。ただし、添付図面のうち、平面図及び断面図については、特段の事由（プ
ライバシー保護又はセキュリティ確保など）がある場合は省略できます。 

※18 集合住宅においても、全戸に対して訪問してください。その際、当該住民や他の
訪問者の迷惑（オートロック形式の集合玄関機を独占し、居住者や他の訪問者を
阻害するような行為など）とならないよう努めてください。建物の管理者などが
いる場合は、本条例に基づく訪問であることを説明して理解を求めてください。
また、当該住民などから指示があった場合は、その指示に従ってください。 
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（３）説明会 
ア 説明会により説明を行うときは、開催日の５日前まで※1９に、日時・場所を、

掲示や配布などの方法により近隣関係住民等に周知してください。 
イ アの周知を行い、説明会に参加しなかった近隣関係住民等には、（２）に記載

の個別訪問と同様に対応してください。ただし、不在の場合の訪問回数は、少
なくとも 2 回以上の訪問で構いません。 

 （４）説明会の開催が義務となる建築物 
ア 延べ面積が３，０００㎡以上で、かつ、高さが１５ｍを超える大規模建築物

については、必ず説明会を開催してください。 
イ ア以外の大規模建築物及び建築物全体の戸数が３０戸以上のワンルーム形式

集合建築物については、隣接関係住民から要望※２０があった場合、必ず説明会
を開催してください。 

３ 近隣関係住民等に説明すべき事項 

建築主は、次に記載の中高層建築物等の事項について説明してください。 
（１）敷地の形態および規模、敷地内における計画建築物の規模・構造および用途、位置

（配置）ならびに付近の建築物の位置の概要 
（２）工期・工事時間・工法および作業方法 
（３）工事による危害の防止策 
（４）建築又は用途の変更に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす著しい影響及びその対策 
４ 近隣説明報告書（２回目の窓口手続き） 

（１）建築主は、個別訪問又は説明会で行った説明の内容を『近隣説明報告書』（第４号様
式）に記載のうえ、建築確認申請等可能日の５日前まで※２１に区に提出してください。 
提出の際は、説明時の状況を詳しく伺いますので、実際に説明を行った方又は状況を

把握している方も窓口にお越しください。 
（２）個別訪問で説明を行ったときは、いつ・誰に・どのような方法で説明したのか、説

明会のときは、会場名と参加者名を必ず記入してください。 
（３）近隣からの意見や要望とその対応について、『近隣説明報告書』表面の「要望事項」

及び「対応内容」の欄に分かるように記載してください。なお、意見や要望が無い場
合は、「無し」と記載してください。 

５ 近隣説明報告書の添付図書 

  近隣説明報告書の表面・裏面に必要事項を記載し、次の図書を全て添付してください。 
（１）標識設置届に添付した日影図※２２ 
（２）説明に用いた建築計画説明資料 

  

※19 「開催日の５日前まで」に周知するためには、少なくとも中 5 日を空けた 6 日前に周知
を完了している必要があります。 

※20 要望は、標識設置の日を含めて３０日以内に申し出るよう努めてください。 
※21 「建築確認申請等可能日の５日前まで」に提出するためには、少なくとも中 5 日を空け

た 6 日前に提出を完了する必要があります。例えば、建築確認申請等可能日が７月１９
日の場合、6 日前の７月１３日の閉庁時刻までが提出期限です。なお、６日前が閉庁日
のときは、その前の開庁日の閉庁時刻までが提出期限です。提出が遅延したときは、遅
延した日数に応じて建築確認申請等可能日が遅れますので、ご注意ください。 

※22 日影図に記入した１Ｈの建物番号と、『近隣説明報告書』裏面の番号を一致させてくだ
さい。 
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第６ 紛争の調整 

１ 相談 

区は、建築紛争について、当事者からの相談に応じます。また、当事者間の話し合い
が円滑に行われるよう必要に応じて助言を行うことがあります。 

２ あっせん※２３ 

（１）あっせんを求める前に、まずは建築調整係の窓口又は電話にて、どのような状況か
をご相談ください。あっせんに至る前に、建築主と近隣住民双方の当事者同士が十分
に話し合っていただくことが必要です。 
また、あっせんは、区が双方に対して仲裁や指導を行う制度ではありません。区は、

話し合いの場を提供するだけであり、介入はしません。基本的には当事者間のみで話
し合いを行っていただきます。 

（２）区は、中高層建築物等の建築によって、建築主と近隣関係住民等との間に紛争が生
じた場合で、次の場合にあっせんを行います。 

ア 建築主と近隣関係住民等の双方から調整の申出があったとき 
イ どちらか一方から調整の申出がなされ、相当の理由（他方があっせんに同意し

ているなど）があると認めるとき 
（３）あっせんを求めるときは、『紛争調整申出書』（第７号様式）を提出してください。 
（４）あっせんでは、区が両当事者の主張の要点を確かめ、適切な紛争の解決を図るよう

努力します。 
（５）区は、あっせんによって紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打

ち切ります。 
３ 調停 

（１）区は、あっせんを打ち切った場合、必要があると認めるときは、当事者に対して調
停に移行するよう勧告します。 

（２）調停は、次の場合に行います。 
ア 建築主と近隣関係住民等の双方が調停移行の勧告を受諾したとき 
イ いずれか一方が調停移行の勧告を受諾した場合で、相当な理由（他方が調停に

同意しているなど）があると認めるとき 
（３）調停は、建築紛争調停委員会（法律・建築又は環境等の分野に関し、知識および経

験を有する者により構成）の意見を聴いて行われます。 
（４）調停委員会は、当事者からの事情聴取などの調査審議を行います。 
（５）区は、建築主と近隣関係住民等との間に合意が成立する見込みがないと認める場合

に調停を打ち切ります。 
４ 出頭 

区は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者に対して出頭を求
めることがあります。 

５ 関係図書 

あっせん又は調停を行う場合、必要に応じて関係図書の提出を求めることがあります。 
 

   

※23 次の事項に関するものは、あっせんを行いません。 
（１）国又は地方公共団体が当事者となる紛争 
（２）対象建築物の完成後に発生した被害救済又は完成した部分の除去を伴うもの 
（３）対象建築物の建築関係法令上の疑義・解釈についての判断 
（４）主として都市計画又はまちづくり的観点に基づくもの 
（５）建築物の用途又は利用形態の是非 
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第７ 公表 

区は、次のような場合に該当し、かつ必要があると認めるときは、区が発行する広報紙へ
の掲載その他の方法によりその旨を公表することがあります。 

（１）建築主が標識設置をしないとき 
（２）建築主が標識設置の届出をしないとき 
（３）建築主が説明会の開催等の報告をしないとき 
（４）あっせん又は調停において、区から出頭の求めを受けた当事者が、正当な理由なく 

応じないとき 
（５）あっせん又は調停において、区から関係図書の提出の求めを受けた当事者が、正当 

な理由なく応じないとき 
（６）あっせん又は調停において、区から工事着手の延期等の要請を受けた建築主が、正 

当な理由なく従わないとき 
 
第８ 都条例が適用される建築物の扱い 

１ 対象建築物 

次の項目に該当する建築物は、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に
関する条例」（以下「都条例」という。）が適用され、本条例は適用されません。東京都へ
手続き※２４が必要となります。 
（１）建築確認・許可申請等の取扱いが都所管のもの（延べ面積 10,000 ㎡超等） 
（２）都の一団地の認定を受けるもの 

２ 区への手続き※２５ 

都条例の適用を受け、かつ、本条例の中高層建築物等に該当する場合、区への手続きは努
力義務となりますが、紛争未然防止の観点から、第１～５（１～６ページ）に記載のとお
り、標識設置届及び近隣説明報告書等の提出をお願いします。 

なお、あっせん・調停及び公表に関する相談・手続きは、東京都へお問合せください。 
 

 

  

※24 「東京都 市街地建築部 調整課 建築紛争調整担当」にお問合せください。 
直通:03-5388-3377 

 ホームページ: https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/hunsou/index.html 
※25 区への手続きにあたっては、次の点に留意してください。 

（１）標識の記載事項は、都条例の様式に従ってください。ただし、大規模建築物に該当
する場合は第４の２（４）（２ページ）に記載の配置図を併設してください。 

（２）標識の設置期間については、都と区で異なります。第４の３（３ページ）に記載の
目黒区の設置期間を遵守してください。 

（３）標識設置届及び近隣説明報告書等の届出は、目黒区の様式にて提出してください。 
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届出様式（抜粋） 

記入例 
 

各種届出様式は、目黒区ホームページ「中高層紛争予防条例の各種届出等」のページ内からダウンロードできます。 
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←① 

 

←② 

 

 

←③ 

 

←④ 

 

 

←⑤ 

 

 

←⑥

別記 

第１号様式（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①地名地番 

・地番が複数ある場合は、列挙するか、代表地番のあとに『外〇筆』と記載してください。 
・住居表示を必ず記載してください。ただし、号の記載は省略できます。 

②延べ面積 
・総延べ面積を記載してください。増築の場合は、既存を含めた総延べ面積を記載してください。 
・かっこ書きで、『容積対象延べ面積』を必ず記載してください。 

③高さ 
・建築基準法施行令第２条第１項６号に規定されている高さを記載してください。 
・かっこ書きで、塔屋等までの高さを必ず記載してください。『塔屋等までの高さ』とは、 

ＥＶオーバーヘッドやハト小屋又は設備機器など、建築物で一番高くなる部分を指します。 
塔屋等がない場合は「塔屋等なし」と記載してください。 

④建築主 
・法人等の場合は、事業所の所在地、代表者の氏名及び電話番号を記載してください。 
・個人の場合は、電話番号の記載は不要です。 

⑤施工者 
・施工者が決まっていない場合は、空欄とせず『未定』と記載してください。 

⑥根拠条例・連絡先 
・根拠条例は、アンダーラインの部分に注意し、記載漏れが無いようにしてください。 
・連絡先は、標識に関する問い合わせに対応できる担当者名及び電話番号を記載してください。 

※標識に記載する内容と、近隣住民などに配布する資料が、相違しないように注意してください。 
 

建築計画のお知らせ 
建 築 物 の 名 称 (仮称)〇〇〇マンション計画 

建築敷地の地名地番 目黒区大橋三丁目７８９番外２筆（住居表示：三丁目３６番） 

建
築
物
の
概
要 

用    途 共同住宅 敷 地 面 積 ３２０.４５㎡ 

建 築 面 積   １７０.０７㎡ 延 べ 面 積 
８２０.３５㎡ 

（容積対象延べ面積６３１．２３㎡） 

構    造 鉄筋コンクリート造 基 礎 工 法 杭基礎 

階    数 
 地上 

５ 

階 
／

地下 

１ 

階 

高    さ １５.５ｍ 
（塔屋等までの高さ  １８．３ｍ） 

着 工 予 定  令和〇年 〇月 〇日 完 了 予 定 令和〇年 〇月 〇日 

建 築 主 
（住所） 

（氏名） 

東京都〇〇区〇〇〇丁目〇〇番〇〇号 〇〇ビル 〇階 

株式会社〇〇 代表取締役 〇〇〇〇 電話 ０３－〇〇〇〇－〇〇〇〇 

設 計 者 
（住所） 

（氏名） 

東京都〇〇区〇〇〇丁目〇〇番〇〇号 〇〇ビル 〇階 

株式会社〇〇設計 〇〇〇〇        電話 ０３－〇〇〇〇－〇〇〇〇 

施 工 者 
（住所） 

（氏名） 

東京都〇〇区〇〇〇丁目〇〇番〇〇号 〇〇ビル 〇階 

株式会社〇〇建設 代表取締役 〇〇〇〇 電話 ０３－〇〇〇〇－〇〇〇〇 

標識設置年月日     令和〇年   〇月   〇日 

  ●この標識は、 目黒区 中高層建築物 等 の建築に係る紛争の予防と 

   調整に関する条例 第 ５ 条第 １ 項の規定により設置したものです。 

  ●上記建築計画についての説明の申出は下記へ御連絡下さい。 
  （連絡先） 
   株式会社〇〇トラスト 担当：〇〇 電話 ０３－〇〇〇〇－〇〇〇〇 

◇ 工事が完了する日まで設置してください。 

◇ 記載内容と各種届出の記入内容は一致させてください。 

◇ 複数設置する場合は、相互の不一致にご注意ください。 

記入例 

（縦90cm 以上×横90cm以上） 
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